様式２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
誓　約　書

　　　　　 事業者　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 名称
　　　　　　　　　　　　　　　　（法人名又は共同事業体名称）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　職　氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　（共同事業体の代表者の場合は、法人名も併記すること）
「県有施設への太陽光発電設備導入等（ＰＰＡ）事業企画提案（プロポーザル）」に参加するに当たり、次の事項を誓約します。
（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。 

（２）県の物品等入札参加業者適格者名簿（物品）に掲載されている者であること。なお、

入札参加資格の申請手続き中に本プロポーザルへの参加を希望する場合は、申請手続

き中である旨をプロポーザル参加申出書に記載するとともに、左記手続の申請日等を

確認できる資料を申出書に添付すること。 

（３）本プロポーザル応募の日から事業実施候補者の選考審査完了の日までの間に、千葉

県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準（昭和５７年１２月１日制定）に基づく

指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領（平成２３年４月１日施

行）に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。 

（４）県税（法人事業税・法人県民税等）、法人税、地方法人特別税、消費税及び地方消費

税、その他の租税を滞納していないこと。 

（５）本事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。 

（６）過去５年以内（令和３年度から令和７年度）に本事業と類似の事業履行実績（公共

施設の屋上または屋根において出力５０ｋＷ以上太陽光発電設備の設備設計及び施工

を行い、当該設備によって発電した電力を当該施設に供給する事業）を有しているこ

と。ただし、現在履行中の業務も含むものとする。 

（７）本業務を実施する体制の中に、以下のア、イの資格を有する者を含めること。なお、

当該有資格者は、本事業を実施する体制に含まれる協力事業者の中でも差し支えない。 

ア 建築士法（昭和25 年法律第202 号）による構造設計一級建築士 

イ 電気主任技術者（第３種以上） 

（８）募集要項等に示す業務を履行する能力を有すること。 

（９）別に設置する「県有施設への太陽光発電設備導入等（ＰＰＡ）事業に係る事業者選

考審査委員会」（以下、「審査委員会」という。）の委員でないこと。また、審査委員会

の委員が自ら主宰し、役員、顧問若しくは構成員として関係する法人及びその他の組

織に所属するものでないこと。 

（10）共同事業体で応募する場合においては代表する事業者を定めること。代表する事業

者は本プロポーザルの提案に必要な諸手続きを行うものとする。なお、県からの電気

料金等は、原則として（６）の要件を満たす事業者が受領するものとする。 

（11）単独で応募した事業者は、他で応募する共同事業体の構成員にならないこと。 

（12）共同事業体の構成員は、単独での応募又は他の共同事業体の構成員として、重複し

て応募しないこと。 

（13）共同事業体で応募する場合、代表する事業者及び構成員を変更することはできない。
